
いては次のページでご紹介しますが、日本最大
の医療保険者である協会けんぽならではのデー
タを活用した事業所カルテの提供や健康測定器
具のレンタル、出前健康講座（無料）などを提
供しています。
なお、協会けんぽ茨城支部の健康づくり推進
事業所として認定を受けると、茨城県の「いば
らき健康経営推進事業所認定制度」や国の「健
康経営優良法人認定制度」への申請資格が得ら
れます。これまで健康づくり推進事業所の認定
を受けた多くの事業所が、次のステップとして
県や国に申請しており、認定を受ける事業所は
年々増加しています。企業の健康経営がレベル
アップするとともに、イメージアップによる人
材の確保などが期待できますので、ぜひ挑戦し
てください。協会けんぽがサポートします。
次回、本誌の４月号においては、茨城県の「い
ばらき健康経営推進事業所認定制度」について
ご案内します。

１．「健康宣言事業」について	
健康経営は、企業の従業員の高齢化や深刻な
人手不足により、健康で長く働ける職場づくり
や健康サポートが重要な経営課題になってきた
ことなどを背景に、経済産業省主導で推進して
きたものです。その一方で、厚生労働省では、
健康保険組合等の医療保険者に対し、「データヘ
ルス」を推進しています。
データヘルスとは、「加入者の健康データを活
用し、データ分析に基づき、個人の状況に応じ
た保健指導や効果的な予防・健康づくりを行う
もの」ですが、事業主が行う健康経営と医療保
険者が行うデータヘルスは車の両輪のようなも
ので、「事業主と医療保険者が積極的に連携し、
明確な役割分担と良好な職場環境のもと、加入
者（従業員・家族）の予防・健康づくりを効果
的・効率的に実行すること」が重要とされてお
り、この連携した取り組みは「コラボヘルス」
といわれています。
全国の協会けんぽでは、医療保険者としてコ
ラボヘルスを推進するにあたり、「健康宣言事業」
に取り組んでいます。
健康宣言事業は、事業所全体で健康づくりに
取り組むことを事業主様に宣言いただき、その
ような事業所の健康経営をサポートする仕組み
であり、協会けんぽと事業主様とが協働・連携
することによって、加入者の皆さまの健康の保
持増進を図ること（コラボヘルス）を目的とし
ています。
協会けんぽ茨城支部では、この健康宣言事業
を「健康づくり推進事業所認定制度」として実
施しており、本稿では、その概要についてご紹
介します。

２．「健康づくり推進事業所認定制度」について	
この制度は、2015年度からスタートしたもの
で、健康経営に取り組む企業を募集し、2023年
1月末現在、1,016事業所を認定しています。
認定までのステップや特典（支援内容）につ

「健康経営Ⓡ」に関する認定制度について
－	その１	協会けんぽ茨城支部の認定制度	－

全国健康保険協会（協会けんぽ）茨城支部

健康経営のすすめ
（第２回）

※「健康経営Ⓡ」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

  【健康宣言事業についてはこちらの動画もご覧ください】
　協会けんぽ保健事業
　～健康づくりへのサポート～　
　https://youtu.be/7R5P7j6v3nM
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参考資料：厚生労働省保健局「データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン」
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